
 

バスネットワーク連絡調整会議設置要綱 

 

制  定：平成30年４月１日 

最近改正：令和５年８月７日 

 

（目的） 

第１条 大阪市自動車運送事業の路線移譲に関する基本協定書第 10 条の規定に

基づき、市営バス事業廃止後において、将来に亘り持続的・安定的に市民・お

客さまに必要不可欠なバスサービスを維持していくため、「バスネットワーク

連絡調整会議」（以下、「会議」という。）の運営に関して必要な事項を定める

ものとする。 

 

（会議事項） 

第２条 会議で取扱う事項は次のとおりとする。 

(1) 市民・お客さまの意見・要望に関すること 

(2) 路線・サービスの維持に必要な施設などの使用に関すること 

(3) 路線・サービスの維持に必要な助成等の措置に関すること 

(4) バスの利便性向上や情報発信等の官民協働の取組みに関すること 

(5) バスの利用促進に向けた方策に関すること 

(6) その他、路線・サービスの維持・向上にかかる取組みに関すること 

 

（会議の委員） 

第３条 会議の委員は、別表のとおりとする。 

 

（座長） 

第４条 会議の座長は、都市交通局次長とする。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長は、会議の議事の進行に必要な意見聴取のため、必要と認める者の出席

を求めることができる。 

４ 座長に事故がある場合には、都市交通局総務担当課長がその職務を代理す

る。 

 

（幹事会） 

第５条 必要に応じ、幹事会を置く。 

２ 幹事会は座長が指名する委員及びその他関係する本市及び大阪シティバス

株式会社の職員で構成する。 

 

（会議の開催等） 

第６条 原則として、年２回開催とし、別途必要に応じて臨時で開催することが

できる。 

 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、都市交通局バスネットワーク企画担当において処理す

る。 



 

 

 

（その他） 

第８条 この要綱の実施その他会議の運営に必要な事項は、座長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則（平成31年４月26日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

   附 則 (令和２年５月11日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 (令和３年４月 20 日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

   附 則（令和４年５月９日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

   附 則（令和５年３月 20 日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和５年３月 20 日から適用する。 

   附 則（令和５年５月９日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

   附 則（令和５年８月７日改正） 

 この要綱は、改正の日から施行し、令和５年８月７日から適用する。 

 

 

 

別表 

都市交通局 次長 

総務担当課長 

監理担当課長 

鉄道ネットワーク企画担当課長 

バスネットワーク企画担当課長 

大阪シティバス株式会社 取締役３名 

・安全営業に関する業務を所管する取締役 

・経営企画に関する業務を所管する取締役 

・Osaka Metro との連携に関する業務を所管する取締役 

総務部長 

 


